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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発生する光源と、
　前記光を受信する入射面、前記入射面を通じて入射された光を出射する出射面、前記出
射面と対向し、前記入射された光を反射する反射面、及び前記出射面上にレンチキュラー
形状に形成された突出部を具備する導光板と、を含み、
　前記反射面は、前記入射面に隣接し、前記出射面側へ傾いた傾斜面を具備し、
　前記出射面は、前記突出部が形成されない第１領域及び前記突出部が形成された第２領
域に区分され、
　前記第１領域及び前記第２領域は、前記入射面から順次に隣接し、
　前記突出部は、前記第２領域に形成され、
　前記第２領域は、前記突出部の高さ及び弦長（弦の長さ）が前記出射面の前記第１領域
から遠くなるほど増加する第１レンチキュラー領域、及び前記突出部が一定な高さ及び弦
長（弦の長さ）を有する第２レンチキュラー領域を含み、
　前記反射面は、前記出射面の前記第２領域に対向して前記出射面に平行な第１フラット
面、及び前記入射面と前記傾斜面とを連結して前記出射面に平行な第２フラット面をさら
に含み、
　前記傾斜面は、前記入射面側へ行くほど前記出射面から遠くなる方向へ傾き、
　前記出射面の前記第１領域に対向して前記傾斜面が形成された領域の幅（前記入射面を
基準に前記傾斜面が開始される地点から前記傾斜面が終わる地点までの、前記入射面の横
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方向と垂直な方向の距離）は、前記第１領域の幅（前記入射面の横方向と垂直な方向の幅
）より小さいことを特徴とするバックライトユニット。
【請求項２】
　前記第１レンチキュラー領域で前記突出部は前記入射面の横方向と垂直な第１方向に延
長された半円錐形状を有し、前記第２レンチキュラー領域で前記突出部は前記入射面の横
方向と垂直な第１方向に延長された半円柱形状を有することを特徴とする請求項１に記載
のバックライトユニット。
【請求項３】
　前記第１レンチキュラー領域の前記突出部は前記第２レンチキュラー領域の前記突出部
と繋がることを特徴とする請求項２に記載のバックライトユニット。
【請求項４】
　前記突出部の高さ及び弦長（弦の長さ）の比率は、前記第１レンチキュラー領域内で同
一であることを特徴とする請求項３に記載のバックライトユニット。
【請求項５】
　前記導光板は前記出射面に具備されて前記入射面を通じて入射された前記光を前記出射
面側に反射する反射パターンをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のバックライ
トユニット。
【請求項６】
　前記光源は前記入射面の横方向に沿って配列された複数の発光ダイオードを含み、
　前記第２領域で前記反射パターンは、前記発光ダイオードに対応する領域でよりも、互
に隣接する２つの前記発光ダイオードの間の領域で、低い密度を有することを特徴とする
請求項５に記載のバックライトユニット。
【請求項７】
　前記出射面の下部に位置して前記出射面から漏洩した光を前記出射面側に反射する反射
板をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項８】
　前記反射板は前記出射面と平行である平板形態を有することを特徴とする請求項７に記
載のバックライトユニット。
【請求項９】
　前記導光板は前記傾斜面に対応して形成された散乱剤をさらに含むことを特徴とする請
求項８に記載のバックライトユニット。
【請求項１０】
　前記反射板は前記傾斜面に従って傾いた構造を有することを特徴とする請求項８に記載
のバックライトユニット。
【請求項１１】
　映像を表示する表示ユニットと、
　前記表示ユニットへ光を提供するバックライトユニットと、
　前記バックライトユニットを収納する収納容器と、を備え、
　前記バックライトユニットは、
　光を発生する光源と、
　前記光を受信する入射面、前記入射面を通じて入射された光を出射する出射面、前記出
射面と対向し、前記入射された光を反射する反射面、及び前記出射面上にレンチキュラー
形状に形成された突出部を具備する導光板と、を含み、
　前記反射面は、前記入射面に隣接し、前記出射面側へ傾いた傾斜面を具備し、
　前記出射面は、前記突出部が形成されない第１領域及び前記突出部が形成された第２領
域に区分され、
　前記第１領域及び前記第２領域は、前記入射面から順次に隣接し、
　前記突出部は、前記第２領域に形成され、
　前記第２領域は、前記突出部の高さ及び弦長（弦の長さ）が前記出射面の前記第１領域
から遠くなるほど増加する第１レンチキュラー領域、及び前記突出部が一定な高さ及び弦
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長（弦の長さ）を有する第２レンチキュラー領域を含み、
　前記反射面は、前記出射面の前記第２領域に対向して前記出射面に平行な第１フラット
面、及び前記入射面と前記傾斜面とを連結して前記出射面に平行な第２フラット面をさら
に含み、
　前記傾斜面は、前記入射面側へ行くほど前記出射面から遠くなる方向へ傾き、
　前記出射面の前記第１領域に対向して前記傾斜面が形成された領域の幅（前記入射面を
基準に前記傾斜面が開始される地点から前記傾斜面が終わる地点までの、前記入射面の横
方向と垂直な方向の距離）は、前記第１領域の幅（前記入射面の横方向と垂直な方向の幅
）より小さいことを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　前記第１レンチキュラー領域の前記突出部は前記入射面の横方向と垂直な第１方向に延
長された半円錐形状を有し、前記第２レンチキュラー領域の前記突出部は前記入射面の横
方向と垂直な前記第１方向に延長された半円柱形状を有することを特徴とする請求項１１
に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記導光板は前記出射面に具備されて前記入射面を通じて入射された前記光を前記出射
面側に反射する反射パターンをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の表示装置
。
【請求項１４】
　前記光源は前記入射面の横方向に沿って配列された複数の発光ダイオードを含み、
　前記第２領域で前記反射パターンは、前記発光ダイオードに対応する領域でよりも、互
に隣接する２つの前記発光ダイオードの間の領域で、低い密度を有することを特徴とする
請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記出射面の下部に位置して前記出射面から漏洩した光を前記出射面側に反射する反射
板をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記反射板は前記出射面と平行である平板形態を有し、
　前記導光板は前記傾斜部に対応して形成された散乱剤をさらに含むことを特徴とする請
求項１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記収納容器は、
　前記バックライトユニットが安着される底部と、
　前記底部から延長された側壁と、
　前記側壁から前記底部と平行に延長されて前記光源をカバーするカバー部と、を含み、
　前記収納容器の前記底部は前記導光板側に向けて陥没して前記収納容器の背面に部品収
容部を提供することを特徴とする請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１８】
　光を発生する光源と、
　前記光を受信する入射面、前記入射面を通じて入射された光を出射する出射面、前記出
射面に対向し、前記入射された光を反射する反射面、及び前記出射面上にレンチキュラー
形状に形成された突出部を具備する導光板と、を含み、
　前記反射面は、前記入射面に隣接し、前記出射面側へ傾いた傾斜面を具備し、
　前記出射面は、前記突出部が形成されない第１領域及び前記突出部が形成された第２領
域に区分され、
　前記第１領域及び前記第２領域は、前記入射面から順次に隣接し、
　前記突出部は、前記第２領域に形成され、
　前記第２領域は、前記突出部の高さ及び弦長（弦の長さ）が前記出射面の前記第１領域
から遠くなるほど増加する第１レンチキュラー領域、及び前記突出部が一定な高さ及び弦
長（弦の長さ）を有する第２レンチキュラー領域を含むことを特徴とするバックライトユ
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ニット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバックライトユニット及びこれを有する表示装置に係り、より詳細には全体的
な厚さを減少できるバックライトユニット及びこれを有する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、平板形表示装置は映像を表示するための表示パネル、表示パネルへ光を供給
するためのバックライトユニット、バックライトユニットを収納するための底部シャーシ
ーを含む。
【０００３】
　バックライトユニットは光源の位置に従ってエッジ形と直下形とに区分される。エッジ
形は直下形に比べて薄い厚さを有する長所がある。従って、携帯形表示装置の場合、エッ
ジ形バックライトユニットを多く採用している。
【０００４】
　しかし、使用者が薄くて軽い携帯形表示装置を好むので、表示装置の厚さを減少しなが
ら、表示品質の低下が発生しないよう装置を具現しようとする努力が行われてきたが、十
分ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国特許公開第１０－２０１１－００００６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする技術的課題は全体的な厚さを減少できるバックライトユニッ
トを提供することにある。
　本発明の他の技術的課題は上記のバックライトユニットを具備する表示装置を提供する
ことにある。
　本発明が解決しようとする課題は、以上で言及された課題に制限されず、言及されない
その他の課題は以下の記載から当業者に明確に理解されよう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態によるバックライトユニットは、光を発生する光源と、前記光を受
信する入射面、前記入射面を通じて入射された光を出射する出射面、前記出射面と対向し
、前記入射された光を反射する反射面、及び前記出射面上にレンチキュラー形状に形成さ
れた突出部を具備する導光板と、を含み、前記反射面は、前記入射面に隣接し、前記出射
面側へ傾いた傾斜面を具備し、前記出射面は、前記突出部が形成されない第１領域及び前
記突出部が形成された第２領域に区分され、前記第１領域及び前記第２領域は、前記入射
面から順次に隣接し、前記突出部は、前記第２領域に形成され、前記第２領域は、前記突
出部の高さ及び弦長（弦の長さ）が前記出射面の前記第１領域から遠くなるほど増加する
第１レンチキュラー領域、及び前記突出部が一定な高さ及び弦長（弦の長さ）を有する第
２レンチキュラー領域を含むことを特徴とする。
 
【０００８】
　本発明の一実施形態による表示装置は、映像を表示する表示ユニットと、前記表示ユニ
ットへ光を提供するバックライトユニットと、前記バックライトユニットを収納する収納
容器と、を備え、前記バックライトユニットは、光を発生する光源と、前記光を受信する
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入射面、前記入射面を通じて入射された光を出射する出射面、前記出射面と対向し、前記
入射された光を反射する反射面、及び前記出射面上にレンチキュラー形状に形成された突
出部を具備する導光板と、を含み、前記反射面は、前記入射面に隣接し、前記出射面側へ
傾いた傾斜面を具備し、前記出射面は、前記突出部が形成されない第１領域及び前記突出
部が形成された第２領域に区分され、前記第１領域及び前記第２領域は、前記入射面から
順次に隣接し、前記突出部は、前記第２領域に形成され、前記第２領域は、前記突出部の
高さ及び弦長（弦の長さ）が前記出射面の前記第１領域から遠くなるほど増加する第１レ
ンチキュラー領域、及び前記突出部が一定な高さ及び弦長（弦の長さ）を有する第２レン
チキュラー領域を含み、前記反射面は、前記出射面の前記第２領域に対向して前記出射面
に平行な第１フラット面、及び前記入射面と前記傾斜面とを連結して前記出射面に平行な
第２フラット面をさらに含み、前記傾斜面は、前記入射面側へ行くほど前記出射面から遠
くなる方向へ傾き、前記出射面の前記第１領域に対向して前記傾斜面が形成された領域の
幅（前記入射面を基準に前記傾斜面が開始される地点から前記傾斜面が終わる地点までの
、前記入射面の横方向と垂直な方向の距離）は、前記第１領域の幅（前記入射面の横方向
と垂直な方向の幅）より小さいことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施形態によれば、導光板の出射面は入射面に隣接し、出射面側へ傾いた傾斜
面を包含するように形成されるので、前記導光板の光入射面積を増加させながら、表示装
置の全体的な厚さを減少できる。
　また、導光板の出射面の上には導光板へ入射された光が導光板の側面に漏洩するのを抑
制するためにレンチキュラー形状の突出部が形成される。従って、バックライトユニット
の光効率を向上できる。
　また、突出部は入光部領域で入射面から遠くなるほど、高さ及び弦の長さが線形的に増
加する構造を有することによって、導光板の入光部領域での光漏洩現象を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による表示装置の分解斜視図である。
【図２】図１に示した導光板及び発光ダイオードの平面図である。
【図３】図２に示した切断線Ｉ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。
【図４】突出部の平面図である。
【図５】図４に示した切断線ＩＩ－ＩＩ’及び切断線ＩＩＩ－ＩＩＩ’に沿って切断した
突出部の断面図である。
【図６】第１レンチキュラー領域に第２レンチキュラー領域と同一形状の突出部が具備さ
れている場合の、導光板上の位置別の輝度を示したグラフである。
【図７】第１レンチキュラー領域の開始地点をパラメータとして、導光板上の位置別の輝
度を示したグラフである。
【図８】第１レンチキュラー領域の幅をパラメータとして、導光板上の位置別の輝度を示
したグラフである。
【図９】図１に示した導光板の斜視図である。
【図１０】図９に示した切断線ＩＶ－ＩＶ’に沿って切断した断面図である。
【図１１】図９に示した切断線V－V’に沿って切断した断面図である。
【図１２】出射面上に突出部が形成される時、導光板に入射した光の入光効率を示した図
面である。
【図１３】出射面上に突出部が形成されていない時、導光板に入射した光の入光効率を示
した図面である。
【図１４】傾斜面の傾斜角及び傾斜面が形成された領域の幅を示した断面図である。
【図１５】導光板の平面図である。
【図１６】図１５に示した切断線Ｂ－Ｂ’に沿って切断した時、平均輝度を示したグラフ
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である。
【００１１】
【図１７】傾斜角に対する入光効率を示したグラフである。
【図１８】傾斜面が形成された領域の幅に対する輝度及び入光効率を示したグラフである
。
【図１９】（Ａ）及び（Ｂ）は、突出部の曲率が相違する場合の光出射経路を示した図面
である。
【図２０】導光板の平面図である。
【図２１】突出部の曲率を変動した場合の、図２０の仮想線Ａ－Ａ’に沿った各位置での
輝度を示したグラフである。
【図２２】導光板及び発光ダイオードの背面図である。
【図２３】図２２に示した切断線ＶＩ－ＶＩ’に沿って切断した断面図である。
【図２４】本発明の一実施形態による反射板を示した断面図である。
【図２５】本発明の他の実施形態による反射板を示した断面図である。
【図２６】反射板の形状を変更した場合の、入光部領域の輝度を示したグラフである。
【図２７】本発明の他の実施形態による導光板及び反射板を示した断面図である。
【図２８】図１に示した切断線ＶＩＩ－ＶＩＩ’に沿って切断した断面図である。
【図２９】本発明の他の実施形態による表示装置の断面図である。
【図３０】本発明のさらに他の実施形態によるバックライトユニットの平面図である。
【図３１】図３０に示した切断線ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ’に沿って切断した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以上の本発明の目的、他の目的、特徴及び長所は、添付した図面に関連する以下の望ま
しい実施形態を通じて容易に理解できよう。しかし、本発明はここで説明される実施形態
に限定されず、他の形態に具体化され得る。ここで紹介する実施形態は、開示する内容が
徹底的、且つ完全なように、そして当業者に本発明の思想を十分に伝達するために提供さ
れる。
【００１３】
　本明細書で、何らかの構成要素が他の構成要素の「上に在る」と言及される場合に、そ
れは他の構成要素の上に直接形成されるか、又は、これらの間に第３の構成要素が介在す
るか、の何れかでることもありることを意味する。また、図面において、構成要素の厚さ
は一般に、技術的内容の効果的な説明のために誇張されている。
【００１４】
　本明細書で使用された用語は実施形態を説明するためであり、本発明を制限しない。本
明細書で単数形は明文で特別に言及しない限り、複数形も含む。明細書中で使用される‘
含む、包含する（ｃｏｍｐｒｉｓｅ、ｉｎｃｌｕｄｅ）’は言及された構成要素以外の１
つ以上の他の構成要素の存在又は追加を排除しない。
　以下、図面を参照して本発明の実施形態に対して詳細に説明する。
【００１５】
　図１は本発明の一実施形態による表示装置の分解斜視図である。
　図１を参照すれば、表示装置１０００は表示ユニット１００、バックライトユニット２
００、モールドフレーム４００、及び底部シャーシー５００を含む。
【００１６】
　表示装置１０００を平面視すると、表示装置１０００は長方形構造を有する。表示装置
１０００の短辺方向は第１方向（Ｄ１）として定義され、表示装置１０００の長辺方向は
第１方向（Ｄ１）と直交する第２方向（Ｄ２）として定義される。また、表示装置１００
０の底部シャーシー５００、バックライトユニット２００、モールドフレーム４００、及
び表示ユニット１００は、第１及び第２方向（Ｄ１、Ｄ２）に垂直な第３方向（Ｄ３）に
順次的に積層される。
【００１７】
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　表示ユニット１００は映像を表示する表示パネル１０６、表示パネル１０６へ駆動信号
を提供する駆動チップ１０８、及び表示パネル１０６に電気的に連結される印刷回路基板
１１０を含む。
【００１８】
　表示パネル１０６は第１基板１０２、第１基板１０２と対向して結合する第２基板１０
４、及び第１基板１０２と第２基板１０４との間に介在する液晶層（図示せず）を含む。
本発明の一例として、図１では表示パネル１０６が液晶表示パネルである場合を例示した
が、表示パネル１０６は前記液晶表示パネルに限定されない。
【００１９】
　第１基板１０２には複数の画素がマトリックス形態に具備され、複数の画素の各々は一
方向に延長されたゲートライン（図示せず）、他の方向に延長されてゲートラインと絶縁
されて交差するデータライン（図示せず）、及び画素電極（図示せず）を具備する。また
、各画素には薄膜トランジスター（図示せず）が具備されて、前記ゲートライン、データ
ライン、及び画素電極に連結される。
【００２０】
　第２基板１０４には色画素であるＲＧＢ（赤（Ｒｅｄ）、緑（Ｇｒｅｅｎ）、青（Ｂｌ
ｕｅ））画素（図示せず）及び画素電極と対向する共通電極（図示せず）が形成される。
前記色画素と前記共通電極は第１基板１０２に具備できる。前記液晶層は、その液晶分子
が、前記画素電極及び前記共通電極の間に形成された電界の大きさに従って配列されるこ
とによって、バックライトユニット２００から提供される光の透過率を調節して望む階調
を表示する。
【００２１】
　平面視すると、第１基板１０２の少なくとも一辺には前記データラインへデータ信号を
印加するための駆動チップ１０８が具備される。駆動チップ１０８は外部信号に応答して
表示パネル１０６の前記データラインに印加するべきデータ信号を発生する。前記外部信
号は印刷回路基板１１０から供給された信号であり、前記外部信号には映像信号、各種制
御信号、駆動電圧等が包含される。
【００２２】
　第１基板１０２は駆動チップ１０８が具備された前記少なくとも一辺と異なる他の辺に
提供されて前記ゲートラインにゲート信号を印加するゲート駆動回路を含む。前記ゲート
駆動回路は表示パネル１０６を形成する薄膜工程を通じて前記他の辺に形成され得る。従
って、その場合、前記ゲート駆動回路は表示パネル１０６内に組み込まれる。
【００２３】
　本発明の他の実施形態としては、駆動チップ１０８はデータ駆動チップとゲート駆動チ
ップに分離された２つ以上のチップから構成され、チップオンガラス（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　
Ｇｌａｓｓ）工程によって第１基板１０２上に実装される。
【００２４】
　印刷回路基板１１０は複数のテープキャリヤーパッケージ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ
　Ｐａｃｋａｇｅ、ＴＣＰ）１０９によって表示パネル１０６に電気的に連結され得る。
駆動チップ１０８はＴＣＰ（１０９）上に実装される。ＴＣＰ（１０９）は底部シャーシ
ー５００の側面を囲むように折り曲げられる。
【００２５】
　ＴＣＰ（１０９）に連結された印刷回路基板１１０は底部シャーシー５００内部の下部
に配置される。この場合、表示装置１０００は底部シャーシー５００の下部に配置されて
印刷回路基板１１０を保護するためのシールドケース（図示せず）をさらに包含できる。
図示しないが、印刷回路基板１１０は底部シャーシー５００の側壁に配置され得る。
【００２６】
　バックライトユニット２００は光を発生する光源部２１０及び光源部２１０から前記光
を受信して表示ユニット１００側へガイドする導光板（ｌｉｇｈｔ　ｇｕｉｄｅ　ｐｌａ
ｔｅ：２２０）を包含する。
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【００２７】
　本発明の一実施形態では、バックライトユニット２００は端部型（側面照光型）バック
ライトユニット（ｅｄｇｅ　ｔｙｐｅ　ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ｕｎｉｔ）である。即ち、
バックライトユニット２００の光源部２１０は表示パネル１０６の下方に配置され、導光
板２２０の少なくとも１つの側面に前記光を提供し、導光板２２０は前記光を表示ユニッ
ト１００の方へガイドする。
【００２８】
　導光板２２０は第１方向（Ｄ１）に延長された第１側面２２１、第１側面２２１と平行
である第２側面２２２、第２方向（Ｄ２）に延長された第３側面２２３、及び第３側面２
２３と平行である第４側面２２４を含む。本発明の一実施形態で、光源部２１０は導光板
２２０の第３側面２２３に隣接して具備される。従って、以下では第３側面２２３を導光
板２２０の入射面と称する。
【００２９】
　光源部２１０は入射面２２３に沿って順次的に配列された複数の発光ダイオード（Ｌｉ
ｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ、ＬＥＤ）２１１を包含する。光源部２１０は
複数の発光ダイオード２１１が実装される支持フィルム２１２をさらに包含する。支持フ
ィルム２１２の上には複数の発光ダイオード２１１が第２方向（Ｄ２）に互に離隔されて
配置される。
【００３０】
　バックライトユニット２００は導光板２２０と表示ユニット１００との間に具備される
複数の光学シート（ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｈｅｅｔｓ、２３０）と導光板２２０の下部に配
置される反射板２４０をさらに含む。
【００３１】
　複数の光学シート２３０は光の拡散のための拡散シート及び光を集光するための少なく
とも１枚の集光シートから構成されているので、出射面へ出射される光の輝度及び視野角
を向上する。図示しないが、複数の光学シート２３０はシートの最上側に具備された保護
シートをさらに包含できる。反射板２４０は導光板２２０の下側に具備されて導光板２２
０から漏洩された光を反射して再び導光板２２０側へ再入射させる役割を遂行する。
【００３２】
　底部シャーシー５００はバックライトユニット２００が安着される底部５０２、底部５
０２から垂直方向（即ち、第３方向（Ｄ３））に延長された側壁５０４、及び側壁５０４
から底部５０２と平行に延長されて光源部２１０をカバーするカバー部５０６を包含する
。
【００３３】
　モールドフレーム４００は表示ユニット１００及びバックライトユニット２００の間に
介在して、表示パネル１０６を支持する。モールドフレーム４００は表示パネル１０６を
支持するための支持部４１０及び支持部４１０から第３方向（Ｄ３）に延長された側壁４
２０を含む。モールドフレーム４００の支持部４１０及び側壁４２０は、光源部２１０に
隣接する部分が除去されて、底部シャーシー５００のカバー部５０６を露出する。従って
、光源部２１０に隣接する領域（以下、入光部領域という）で表示パネル１０６はカバー
部５０６上に安着される。
【００３４】
　表示パネル１０６とカバー部５０６との間には両面テープ（図示せず）が介在し、表示
パネル１０６は前記両面粘着テープによってカバー部５０６に固定される。
【００３５】
　また、表示パネル１０６の縁には表示パネル１０６をモールドフレーム４００に固定す
るための固定テープ（図示せず）がさらに付着される。
【００３６】
　図示しないが、他の実施形態では表示装置１０００は、底部シャーシー５００と対向し
て結合し表示パネル１０６の縁をカバーするトップシャーシーを、前記固定テープの代わ
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りに包含する。
【００３７】
　図２は図１に示した導光板及び発光ダイオードの平面図であり、図３は図２に示した切
断線Ｉ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。
　図２及び図３を参照すれば、導光板２２０は表示装置１０００の第１方向（Ｄ１）に延
長された第１側面２２１、第１側面２２１と平行である第２側面２２２、表示装置１００
０の第２方向（Ｄ２）に延長された第３側面２２３、及び第３側面２２３と平行である第
４側面２２４を含む。
【００３８】
　本発明の一例として、複数の発光ダイオード２１１は第３側面（即ち、入射面）２２３
に隣接して配列される。発光ダイオード２１１は光を発生し、導光板２２０は第３側面２
２３を通じて前記光を受信する。即ち、第３側面２２３は導光板２２０の入射面として定
義され、第３側面２２３と平行である第４側面２２４は前記入射面と対向する対光面とし
て定義される。
【００３９】
　導光板２２０は入射面２２３を通じて入射された光を出射する出射面２２５及び出射面
２２５と対向し、前記入射された光を反射する反射面２２６をさらに含む。
【００４０】
　反射面２２６は、出射面２２５と平行な第１フラット面２２６ａ、第１フラット面２２
６ａから延長されて入射面２２３に近接し、出射面２２５に対して傾いた傾斜面２２６ｂ
、及び傾斜面２２６ｂと入射面２２３を連結する第２フラット面２２６ｃから構成される
。傾斜面２２６ｂは入射面２２３に接近するほど、出射面２２５から離隔するように傾く
。第２フラット面２２６ｃは傾斜面２２６ｂと入射面２２３との間で出射面２２５と平行
に配置される。
【００４１】
　傾斜面２２６ｂが第２フラット面２２６ｃに対して傾いている角度（以下、傾斜角とい
う）αは２°乃至５°である。傾斜面２２６ｂの傾斜角αが増加するほど、光源部２１０
に隣接する前記導光板領域（以下、入光部領域）での光漏洩が増加する。従って、光漏洩
増加を抑制するために傾斜面２２６ｂの傾斜角度は２°乃至５°に設定される。
　導光板２２０は出射面２２５上に形成された、複数のレンチキュラー突出部（ｌｅｎｔ
ｉｃｕｌａｒ　ｐｒｏｔｒｕｓｉｏｎｓ）２２７をさらに含む。
【００４２】
　本発明の一実施例として、出射面２２５は入射面２２３から順次的に隣接する第１及び
第２領域Ａ１、Ａ２に区分される。この場合、突出部２２７は第１領域Ａ１には形成され
ず、第２領域Ａ２のみに形成される。本発明の一実施例として、第２領域Ａ２は第１レン
チキュラー領域ＲＡ１及び第２レンチキュラー領域ＲＡ２を含む。
【００４３】
　第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部２２７は入射面２２３の横方向（Ｄ２）と垂直
な方向（Ｄ１）に延長された半円錐形状を有し、第２レンチキュラー領域ＲＡ２で突出部
２２７は入射面２２３の横方向（Ｄ２）と垂直な方向（Ｄ１）に延長された半円柱形状を
有する。具体的に、第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部２２７の高さは、入射面２２
３から離隔するほど増加し、突出部２２７の弦（ｃｈｏｒｄ）の長さ（以下、「弦長」と
いう）も入射面２２３から離隔するほど増加する。
【００４４】
　図４は突出部の平面図であり、図５は図４に示した切断線ＩＩ－ＩＩ’及び切断線ＩＩ
Ｉ－ＩＩＩ’に沿って切断した突出部の断面図である。
　図４及び図５を参照すれば、突出部２２７は、入射面２２３に平行な方向である横方向
（Ｄ２）に切断した時、半円形状を有する。突出部２２７の高さ（ｈｅｉｇｈｔ）を‘ｈ
’と称し、弦長を‘ｄ’として定義する時、第１レンチキュラー領域ＲＡ１では、突出部
２２７の高さ（ｈ）及び弦長（ｄ）は線形的に増加する。突出部２２７の高さ（ｈ）及び
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弦長（ｄ）が増加する比率は互に同一であって、第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部
２２７における両者の比（ｈ／ｄ）は一定である。
【００４５】
　一方、第２レンチキュラー領域ＲＡ２で突出部２２７は一定な高さ（ｈ）及び一定な弦
長（ｄ）を有する。本発明の一実施例として、突出部２２７は第１及び第２レンチキュラ
ー領域ＲＡ１、ＲＡ２で同一の高さ（ｈ）対弦長（ｄ）比、（ｈ／ｄ）を有する。
【００４６】
　しかし、本発明の他の実施形態では、突出部２２７は第２レンチキュラー領域ＲＡ２で
も半円錐形状を有する。即ち、第２レンチキュラー領域ＲＡ２でも突出部２２７の高さ（
ｈ）及び弦長（ｄ）は入射面２２３から離隔するほど、増加する。
【００４７】
　図６は、第１レンチキュラー領域に第２レンチキュラー領域と同一形状の突出部が具備
されている場合（図示せず）の、突出部の高さｈと弦長ｄをパラメータとして、導光板上
の位置（即ち、入射面からの距離）別の輝度を示したグラフである。図６で、ｘ軸は導光
板上の位置を示し、ｙ軸は輝度を示す。また、図６で、第１グラフ（Ｇ１）は突出部２２
７の高さ（ｈ）が７μｍであり、弦長（ｄ）が１００μｍである場合の輝度を示し、第２
グラフ（Ｇ２）は突出部２２７の高さ（ｈ）が８μｍであり、弦長（ｄ）が１００μｍで
ある場合の輝度を示し、第３グラフ（Ｇ３）は突出部２２７の高さ（ｈ）が１０μｍであ
り、弦長（ｄ）が１００μｍである場合の輝度を示し、第４グラフ（Ｇ４）は突出部２２
７の高さ（ｈ）が１０μｍであり、弦長（ｄ）が５０μｍである場合の輝度を示す。
【００４８】
　図６を参照すれば、第１レンチキュラー領域ＲＡ１にも第２レンチキュラー領域ＲＡ２
と同一形状の突出部２２７が提供される場合、導光板２２０の入光部領域で輝度が急激に
増加して光漏洩現象が現れる。
【００４９】
　特に、同一弦長（即ち、１００μｍ）（ｄ）で突出部２２７の高さ（ｈ）が増加するほ
ど、前記入光部領域の輝度が高く現れた。また、同一高さ（即ち、１０μｍ）で突出部２
２７の弦長（ｄ）が小さいほど、前記入光部領域の輝度が高く現れた。結果的に、突出部
２２７の（ｈ／ｄ）比が大きいほど、従って突出部２２７の断面輪郭の曲率（以下、単に
「突出部（２２７）の曲率」という）が大きいほど、光漏洩現象が著しく現われる。
【００５０】
　図７は、第１レンチキュラー領域の開始地点をパラメータとして、導光板上の位置別の
輝度を示したグラフである。図７で、ｘ軸は導光板２２０上の位置を示し、ｙ軸は輝度を
示す。また、図７で、第５グラフ（Ｇ５）は第１レンチキュラー領域ＲＡ１が導光板２２
０上の０ｍｍ乃至５０ｍｍの位置範囲に定義された第１ケースの輝度を示し、第６グラフ
（Ｇ６）は第１レンチキュラー領域ＲＡ１が導光板２２０上の３．５ｍｍ乃至５０ｍｍの
位置範囲に定義された第２ケースの輝度を示し、第７グラフ（Ｇ７）は第１レンチキュラ
ー領域ＲＡ１が導光板２２０上の２．５ｍｍ乃至５０ｍｍの位置範囲に定義された第３ケ
ースの輝度を示す。
【００５１】
　図７を参照すれば、第１ケースにおいて、第１レンチキュラー領域ＲＡ１は出射面２２
５が導光板２２０の入射面２２３と接した地点から開始される。しかし、前記第２及び第
３ケースにおいては、第１レンチキュラー領域ＲＡ１は入射面２２３から各々３．５ｍｍ
、及び２．５ｍｍ離隔された位置で開始される。
【００５２】
　第５乃至第７グラフ（Ｇ５～Ｇ７）に示したように、第１ケースでは第２及び第３ケー
スでよりも前記入光部領域での輝度が高く現れた。即ち、第１レンチキュラー領域ＲＡ１
が入射面２２３と接した地点から開始されれば、光漏洩現象が現れた。
【００５３】
　従って、第１レンチキュラー領域ＲＡ１と入射面２２３との間に突出部２２７が形成さ
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れない第１領域Ａ１（図２、３に示したように）を提供すると、光漏洩現象を抑制できる
。
【００５４】
　図８は、第１レンチキュラー領域Ａ１の幅をパラメータとして、導光板上の位置別の輝
度を示したグラフである。図８で、ｘ軸は導光板２２０上の位置を示し、ｙ軸は輝度を示
す。また、図８で、第８グラフ（Ｇ８）は第１レンチキュラー領域ＲＡ１が導光板２２０
上の２．５ｍｍ乃至１０ｍｍの位置範囲に提供された第４ケースの輝度を示し、第９グラ
フ（Ｇ９）は第１レンチキュラー領域ＲＡ１が導光板２２０上の３．５ｍｍ乃至５０ｍｍ
の位置範囲に提供された第５ケースの輝度を示し、第１０グラフ（Ｇ１０）は第１レンチ
キュラー領域ＲＡ１が導光板２２０上の５ｍｍ乃至２５ｍｍの位置範囲に提供された第６
ケースの輝度を示す。
【００５５】
　図８を参照すれば、第４ケースでは、第１レンチキュラー領域ＲＡ１は７．５ｍｍの幅
を有し、第５ケースでは、第１レンチキュラー領域ＲＡ１は４６．５ｍｍの幅を有し、第
６ケースでは、第１レンチキュラー領域ＲＡ１は２０ｍｍの幅を有する。ここで、第１レ
ンチキュラー領域ＲＡ１の幅は、入射面２２３に垂直なＤ１方向の幅である。
【００５６】
　第１レンチキュラー領域ＲＡ１の幅が小さいほど、第１レンチキュラー領域ＲＡ１に形
成される突出部２２７の傾斜度、即ち、傾斜角θは増加する。即ち、第４ケースのように
第１レンチキュラー領域ＲＡ１の幅が７．５ｍｍと狭い場合、７．５ｍｍの幅内で突出部
２２７が望む高さに到達するためには突出部２２７の傾斜度が急になる。しかし、第５ケ
ースのように第１レンチキュラー領域ＲＡ１の幅が４６．５ｍｍと広い場合、突出部２２
７の傾斜度は緩慢になる。
【００５７】
　第８乃至第１０グラフ（Ｇ８～Ｇ１０）に示したように、第１レンチキュラー領域ＲＡ
１の幅が７．５ｍｍと狭い第４ケースにおいて、前記入光部領域で輝度が増加して光漏洩
現象が現れた。
　再び、図３を参照すれば、第１レンチキュラー領域ＲＡ１の幅を‘ａ’として定義し、
第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部２２７の最大高さを‘ｂ’として定義する時、前
記傾斜度を表す傾斜角θは下記の数学式を満足する。ここで、第１レンチキュラー領域Ｒ
Ａ１の幅‘ａ’は入射面２２３に垂直なＤ１方向の幅である。
＜数学式＞
 
　ｔａｎ（θ）＝　（ｂ／ａ）
 
【００５８】
　以上検討したように光漏洩現象を抑制するためには、突出部２２７の傾斜度が緩くなけ
ればならない。そのために、本発明の一実施例では、θ＜０．０３°、即ち、ｔａｎ（θ
）＜５．２×１０－４、となるように突出部２２７を形成する。
　これは、上記第６ケース（ａ＝２５ｍｍ－５ｍｍ＝２０ｍｍ、ｂ＝ｈ＝１０μｍ、従っ
て、（ｂ／ａ）＝５×１０－４）、即ち、図８の第１０グラフＧ１０を限度見本とするも
のである。
【００５９】
　図９は図１に示した導光板の斜視図であり、図１０は図９に示した切断線ＩＶ－ＩＶ’
沿って切断した断面図であり、図１１は図９に示した切断線Ｖ－Ｖ’に沿って切断した断
面図である。
【００６０】
　図９及び図１０を参照すれば、導光板２２０には、その出射面２２５上にレンチキュラ
ー形状の突出部２２７が提供される。ここで、前記レンチキュラー形状は、半円柱レンズ
形状を言う。しかし、前記レンチキュラー形状は半円柱レンズ形状に限定されず、半楕円
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柱レンズ形状等を包含する。
【００６１】
　出射面２２５は入射面２２３から順次的に隣接する第１及び第２領域Ａ１、Ａ２に区分
される。この場合、突出部２２７は第１領域Ａ１には形成されず、第２領域Ａ２のみに提
供される。本発明の一実施例として、第２領域Ａ２は第１レンチキュラー領域ＲＡ１及び
第２レンチキュラー領域ＲＡ２を含む。
【００６２】
　第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部２２７は、入射面２２３に平行な横方向（Ｄ２
）に対して垂直な方向（Ｄ１）に延長された半円錐形状を有し、第２レンチキュラー領域
ＲＡ２で突出部２２７は、入射面２２３に平行な横方向（Ｄ２）に対して垂直な方向（Ｄ
１）に延長された半円柱形状を有する。具体的に、第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出
部２２７の高さは、入射面２２３から離隔するほど、増加し、突出部２２７の弦長も入射
面２２３から離隔するほど、増加する。
【００６３】
　図１０に示したように、第１レンチキュラー領域ＲＡ１で導光板２２０を入射面２２３
に平行な横方向（Ｄ２）に切断した時、突出部２２７の断面は半円形状を有する。
【００６４】
　図１１に示したように、第２レンチキュラー領域ＲＡ２で導光板２２０を入射面２２３
に平行な横方向（Ｄ２）に切断した時、、突出部２２７の断面は半円形状を有する。第２
レンチキュラー領域ＲＡ２での突出部２２７の高さ（ｈ）と弦長（ｄ）は第１レンチキュ
ラー領域ＲＡ１での突出部２２７の高さ（ｈ）と弦長（ｄ）より大きい。
【００６５】
　特に、図１１に示したように第２レンチキュラー領域ＲＡ２では、複数の突出部２２７
が入射面２２３に平行な横方向（Ｄ２）に連続して、互いに離隔せず配列される。しかし
、第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部２２７は第２レンチキュラー領域ＲＡ２での突
出部２２７より小さい弦長を有するので、図１０に示したように第１レンチキュラー領域
ＲＡ１では、複数の突出部２２７の間にはフラット面（即ち、出射面）２２５が存在する
。
【００６６】
　図１２は出射面上に突出部が形成される時、導光板へ入射した光の入光効率を示した図
面であり、図１３は出射面上に突出部が形成されていない時、導光板へ入射した光の入光
効率を示した図面である。ここで、入光効率は入射面２２３を通じて入射した光の量と、
対光面２２４を通じて出射される光の量の比である。
【００６７】
　図１２を参照すれば、出射面２２５上に突出部２２７が形成されている時、導光板２２
０の入射面２２３に平行な横方向に沿って配列された複数の発光ダイオード２１１の中で
一部の発光ダイオード（例えば、中央に位置した３つの発光ダイオード）だけをターンオ
ンして光出射経路を撮影した。
【００６８】
　図１３を参照すれば、導光板２２０の出射面２２５の上には突出部２２７が形成されて
いない時、図１２に示した場合と同様に導光板２２０の入射面２２３側に配列された複数
の発光ダイオード２１１の中で中央に位置した３つの発光ダイオードだけをターンオンし
て光出射経路を撮影した。
【００６９】
　図１２及び図１３を参照すれば、突出部２２７が形成されている場合、導光板２２０の
第１及び第２側面２２１、２２２の方向へ進行する光の量は、突出部２２７が形成されて
いない場合より少ない。一方、入射面２２３と対向する対光面（即ち、第４側面）２２４
の方向へ進行する光の量は、突出部２２７が形成されている場合、突出部２２７が形成さ
れていない場合よりも多い。即ち、突出部２２７が形成された場合、導光板２２０の入光
効率が増加した。
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【００７０】
　また、突出部２２７が出射面２２５上に形成されると、第１及び第２側面２２１、２２
２へ漏洩する光の量が減少し、導光板２２０の出射面２２５を通じて出射する光の量が増
加する。
【表１】

【００７１】
　＜表１＞に示したように、入射面２２３を通じて入射する光の量を１００％とする時、
突出部２２７がある場合、第１及び第２側面２２１、２２２を通じて漏洩する光の量は３
．１％に過ぎないが、突出部２２７が無い場合、１３．７％となり、大略４倍程度大きい
。一方、正面（即ち、出射面）２２５を通じて出射する光の量は突出部２２７がある場合
、８７．２４％となり、突出部２２７が無い場合に比べて大略１０％程度増加した。
【００７２】
　即ち、出射面２２５上に突出部２２７を形成すると、導光板２２０の正面輝度が増加し
てバックライトユニット２００の光効率が向上する。
【００７３】
　図１４は、図３に示したように突出部が形成されない第１領域Ａ１において、傾斜面２
２６ｂの傾斜角α及び傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅を示した断面図である。
　図１４を参照すれば、導光板２２０の反射面２２６は出射面２２５と平行である第１フ
ラット面２２６ａ、入射面２２３に隣接し、出射面２２５に対して傾いた傾斜面２２６ｂ
、及び傾斜面２２６ｂと入射面２２３を連結する第２フラット面２２６ｃでなされる。傾
斜面２２６ｂは入射面２２３に近接するほど、出射面２２５から離隔するように傾く。
【００７４】
　導光板２２０は第２フラット面２２６ｃの位置で第１厚さｔ１を有する。即ち、第１厚
さｔ１は第２フラット面２２６ｃと出射面２２５との間の離隔距離ｔ１と同一である。傾
斜面２２６ｂの位置で導光板２２０の厚さは漸次的に減少し、第１フラット面２２６ａの
位置で導光板２２０の厚さは一定に維持される。即ち、第１フラット面２２６ａ位置で第
１フラット面２２６ａと出射面２２５との間の離隔距離と同一の第２厚さｔ２を有する。
本発明の一実施例として、第１厚さｔ１は０．５４ｍｍであり、第２厚さｔ２は０．４ｍ
ｍである。
【００７５】
　傾斜面２２６ｂは第１フラット面２２６ａと第２フラット面２２６ｃを連結する。傾斜
面２２６ｂを斜辺とする三角形を定義する時、前記三角形の底辺は、傾斜面２２６ｂが形
成された領域の幅と定義される。本発明の一実施例として、傾斜面２２６ｂが形成された
領域の幅は、１．３ｍｍ乃至２．５ｍｍの範囲の値を有する。前記三角形の高さは第１厚
さｔ１と第２厚さｔ２の差に該当し、本実施例では０．１４ｍｍ（＝０．５４ｍｍ－０．
４０ｍｍ）である。また、以下、本発明の実施例では、前記斜辺の長さが変化しても、前
記三角形の高さは一定である。
【００７６】
　この場合、傾斜面２２６ｂの傾斜角αが第１角度α１、第２角度α２、及び第３角度α
３の順に減少するほど、傾斜面２２６ｂの傾斜度は緩慢になる。ここで、前記傾斜角αは
前記三角形の底辺と前記斜辺との間の角度として定義される。前記三角形の高さは一定で
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あるので、前記傾斜角αが増加するほど、前記三角形の底辺の長さが減少する。即ち、傾
斜面２２６ｂが形成された領域の幅は前記傾斜角αが増加するほど、減少する。
【００７７】
　傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅が１．０ｍｍ以下に減少する場合、前記入光部領
域での光漏洩が増加する。これは傾斜面２２６ｂの傾斜度が急になれば、光漏洩が増加す
ることを意味するので、本発明では、後述する実施例に基づき、傾斜面２２６ｂの傾斜角
αは２°乃至５°とする。
【００７８】
　図１５は導光板の平面図であり、図１６は図１５に示した切断線Ｂ－Ｂ’に沿って切断
した時、平均輝度を示したグラフである。図１７は傾斜角αに対する入光効率を示したグ
ラフであり、図１８は傾斜面２２６ｂの幅に対する輝度及び入光効率を示したグラフであ
る。
【００７９】
　図１５及び図１６を参照すれば、切断線Ｂ－Ｂ’は導光板２２０を入射面２２３から対
光面２２４方向に切断しており、仮想線Ａを基準に導光板２２０の出射面２２５は有効光
出射領域ＡＥと非有効光出射領域ＮＡＥとに区分される。即ち、入射面２２３から仮想線
Ａまで領域は非有効光出射領域ＮＡＥとして定義され、仮想線Ａから対光面２２４までの
領域は有効光出射領域ＡＥとして定義される。
【００８０】
　図１６は有効光出射領域で前記Ｂ’地点から仮想線Ａまでの平均輝度を示したグラフで
ある。図１６で、第１１グラフ（Ｇ１１）は傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅が１．
０ｍｍである場合の平均輝度を示し、第１２グラフ（Ｇ１２）は傾斜面２２６ｂが形成さ
れた領域の幅が１．３ｍｍである場合の平均輝度を示し、第１３グラフ（Ｇ１３）は傾斜
面２２６ｂが形成された領域の幅が１．６ｍｍである場合の平均輝度を示し、第１４グラ
フ（Ｇ１４）は傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅が２．５ｍｍである場合の平均輝度
を示す。
【００８１】
　図１６に示したように、傾斜面２２６ｂが形成された領域幅が１．０ｍｍである場合、
仮想線Ａでの平均輝度が最も高く現れた。特に、傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅が
１．３ｍｍ乃至２．５ｍｍである場合、仮想線Ａでの平均輝度には大差が無いが、傾斜面
２２６ｂが形成された領域の幅が１．０である場合、仮想線Ａでの平均輝度が大略２００
ｌｕｘ乃至５００ｌｕｘ程度高く現れた。
【００８２】
　図１７に示したように、傾斜面２２６ｂの傾斜角αが１．６０°乃至５．７１°の範囲
で変動した時の入光効率には大略１％の偏差が示された。また、図１８で、第１５グラフ
（Ｇ１５）に示したように、傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅が１．３ｍｍ乃至１．
７ｍｍの範囲で変動した時の入光効率にも大略１％以内の偏差が示された。従って、傾斜
面２２６ｂの傾斜角α及び傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅は上述の範囲では、入光
効率に対して大きい差異をもたらさない。
【００８３】
　しかし、図１６の第１１グラフ（Ｇ１１）を参照して上述したように、傾斜面２２６ｂ
が形成された領域の幅が１．０ｍｍ以下に減少する場合、平均輝度が急激に増加する。ま
た図１８で、第１６グラフ（Ｇ１６）は傾斜面２２６ｂが形成された領域の幅に対する輝
度を示し、該幅が１．３ｍｍ以下では輝度が急増する。
【００８４】
　以上により本発明では、平均輝度が急激に増加して発生する光漏洩現象を抑制するため
に、傾斜面２２６ｂの傾斜度が緩慢になるように傾斜面２２６ｂが形成される幅を１．３
ｍｍ以上とし、傾斜角αを２°乃至５°とする。
【００８５】
　図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）は、突出部２２７の曲率が相違する場合の光出射経路を
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示した図面である。ここで、図１９（Ａ）の突出部２２７は８μｍの第１高さ（ｈ１）と
１６０μｍの第１弦長（ｄ１）を有し、図１９（Ｂ）の突出部２２７は２０μｍの第２高
さ（ｈ２）と７２．５μｍの第２弦長（ｄ２）を有する。
【００８６】
　図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）を参照すれば、突出部２２７の曲率が増加すると共に、
導光板２２０から出射される光が第１及び第２側面２２１、２２２側へ拡散されず、より
直進性を有する。従って、突出部２２７の曲率が増加するほど、導光板２２０の光効率が
増加する。
　しかし、突出部２２７の曲率が増加すれば、導光板２２０の入光部領域での光漏洩も増
加する。
【００８７】
　図２０は導光板の平面図であり、図２１は突出部２２７の曲率を変動した場合の、図２
０の仮想線Ａ－Ａ’に沿った各位置での輝度を示したグラフである。図２１で、第１７グ
ラフ（Ｇ１７）は突出部２２７が１０μｍの高さと５０μｍの弦長を有する第７のケース
の輝度を示し、第１８グラフ（Ｇ１８）は突出部２２７が１０μｍの高さと１００μｍの
弦長を有する第８のケ－スの輝度を示し、第１９グラフ（Ｇ１９）は突出部２２７が５μ
ｍの高さと１００μｍの弦長を有する第９のケースの輝度を示す。
【００８８】
　図２０及び図２１を参照すれば、突出部２２７の高さが１０μｍと同一の第７及び第９
のケースを比較した時、弦長がより大きい第９のケースが第７のケースより仮想線Ａ－Ａ
’位置での輝度が低い。また、突出部２２７の弦長が１００μｍと同一の第８及び第９の
ケースを比較した時、高さがより低い第９のケースが第８のケースより仮想線Ａ－Ａ’の
位置の輝度が低い。
【００８９】
　これから分かるように、突出部２２７の曲率が大きいほど、入光部領域での輝度が増加
する。従って、突出部２２７の曲率は光漏洩現象が現れないように適切に設定することが
重要である。本発明の一実施例として、前記入光部領域での輝度が１５００ｌｕｘ以下に
低減するには、突出部２２７は８μｍ以下の高さと１００μｍ以上の弦長を有するべきで
ある。
【００９０】
　図２２は導光板２２０及び発光ダイオード２１１の背面図であり、図２３は図２２に示
した切断線ＶＩ－ＶＩ’に沿って切断した断面図である。
　図２２及び図２３を参照すれば、導光板２２０の反射面２２６には反射パターン２２６
ｄが形成される。反射パターン２２６ｄは導光板２２０の入射面２２３を通じて受信され
た光を反射して出射面２２５側へ提供する役割を遂行する。
【００９１】
　しかし、出射面２２５上にレンチキュラー形状の突出部２２７が形成され、反射面２２
６に傾斜面２２６ｂが形成される場合、導光板２２０の有効光出射領域ＡＥの中で互に隣
接する２つの発光ダイオード２１１の間に対応する領域の輝度が相対的に明るく現れるホ
ットスポット（ｈｏｔ　ｓｐｏｔ）現象が現われる。従って、本発明の一実施例として、
前記ホットスポット現象が視認されないように反射パターン２２６ｄの密度を調節する。
【００９２】
　即ち本発明の一実施例として、反射パターン２２６ｄは導光板２２０の有効光出射領域
ＡＥに対応して反射面２２６に形成されるが、その際、有効光出射領域ＡＥの中で２つの
発光ダイオード２１１の間で相対的に輝度が高く現れる明部を‘Ｃ１’領域として定義す
る時、前記Ｃ１領域には周辺領域より相対的に低い密度に反射パターン２２６ｄが形成さ
れる。
【００９３】
　本発明の一実施例として、反射パターン２２６ｄは、導光板２２０の反射面２２６に印
刷されたパターンであるか、又は、反射面２２６を加工して形成されたパターンである。
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【００９４】
　図２４は本発明の一実施形態による反射板を示した断面図である。
　図２４を参照すれば、導光板２２０の下方には反射板２４０が具備される。具体的に、
反射板２４０は導光板２２０の反射面２２６の中で第１フラット面２２６ａに対応する位
置に具備され、第１フラット面２２６ａ及び出射面２２５と平行な平板形態を有する。本
発明の一実施例として、反射板２４０は反射率が高いアルミニウム材質のシートからなる
。従って、反射板２４０は第１フラット面２２６ａから漏洩する光を反射する。
【００９５】
　図２５は本発明の他の実施形態による反射板を示した断面図である。
　図２５を参照すれば、本発明の他の実施形態による反射板２４１は導光板２２０の第１
フラット面２２６ａ、傾斜面２２６ｂ、及び第２フラット面２２６ｃの全てに対応する位
置に具備されて、傾斜面２２６ｂの位置で傾いた構造を有する。従って、反射板２４１は
第１フラット面２２６ａ、傾斜面２２６ｂ、及び第２フラット面２２６ｃから漏洩する光
を全て反射する。
【００９６】
　図２６は反射板の形状を変更した場合の、入光部領域の輝度を示したグラフである。図
２６で、ｘ軸は導光板２２０の中央部を基準に入光部と対光部の位置を示し、ｙ軸は輝度
を示す。第２０グラフ（Ｇ２０）は図２４に示した反射板２４０を採用した場合の輝度分
布を示し、第２１グラフ（Ｇ２１）は図２５に示した反射板２４１を採用した場合の輝度
分布を示す。
【００９７】
　図２６によれば、図２５に示したように反射板２４１が傾斜面２２６ｂ及び第２フラッ
ト面２２６ｃの下まで延長された場合、図２４に示したように反射板２４０が第１フラッ
ト面２２６ａの下のみに形成された場合よりも前記入光部領域での輝度がより低い。
【００９８】
　これから分かるように、前記入光部領域での光漏洩現象を抑制するためには、反射板２
４１は第１フラット面２２６ａ、傾斜面２２６ｂ、及び第２フラット面２２６ｃの全てに
対応する位置に具備される。
【００９９】
　図２７は本発明の他の実施形態による導光板及び反射板を示した断面図である。
　図２７を参照すれば、反射板２４０が導光板２２０の第１フラット面２２６ａに対応し
て具備され、導光板２２０の傾斜面２２６ｂに対応する部分は拡散処理される。具体的に
、傾斜面２２６ｂが形成された領域に散乱剤２２８を形成する拡散処理を実施して、前記
入光部領域での輝度増加を抑制する。
この場合、反射板２４０を傾斜面２２６ｂ及び第２フラット面２２６ｃの位置まで延長さ
せなくとも光漏洩現象を抑制できる。
【０１００】
　図２８は図１に示した切断線ＶＩＩ－ＶＩＩ’に沿って切断した断面図である。
　図２８を参照すれば、底部シャーシー５００の底部５０２にはバックライトユニット２
００が収納される。特に、底部５０２、側壁５０４及びカバー部５０６によって定義され
た収納空間には光源部２１０が収納される。
【０１０１】
　光源部２１０のうち発光ダイオード２１１を支持する支持フィルム２１２は、反射テー
プ２１５によって底部シャーシー５００の底部５０２に固定される。反射テープ２１５は
白色物質から構成されて導光板２２０から漏洩した光を反射する。
【０１０２】
　底部シャーシー５００には光源部２１０と導光板２２０の入射面２２３が隣接するよう
に導光板２２０が収納される。導光板２２０と底部５０２との間には反射板２４０が介在
される。本実施形態では反射板２４０は導光板２２０の第１フラット面２２６ａに対応す
る位置に具備される。
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【０１０３】
　導光板２２０の上には光学シート２３０が配置される。光学シート２３０は４枚シート
から構成される。具体的に、光学シート２３０は１つの拡散シート、２枚のプリズムシー
ト、及び保護シートからなる。
【０１０４】
　底部シャーシー５００のカバー部５０６の内側面には導光板２２０の非有効光出射領域
ＮＡＥに対応して出射面２２５をカバーする反射シート２５０がさらに具備される。反射
シート２５０は非有効出射領域ＮＡＥで光が漏洩する現象を防止する。
【０１０５】
　カバー部５０６の上には表示パネル１０６が安着される。表示パネル１０６をカバー部
５０６に固定するために、カバー部５０６と表示パネル１０６との間には両面テープ５１
０が介在する。また、両面テープ５１０と表示パネル１０６との間には、表示パネル１０
６の外部衝撃による破損を防止するための緩衝フィルム５２０がさらに介在する。
【０１０６】
　図２８に示したように、底部シャーシー５００の底部５０２は表示パネル１０６の搭載
される側に向けて所定の深さだけ陥没して形成される。底部５０２の陥没が始まる地点は
少なくとも、第１フラット面２２６ａが開始された地点より導光板２２０の中央部に近接
する。また、底部５０２の陥没深さは導光板２２０の第１厚さ（ｔ１、図１４を参照）と
第２厚さ（ｔ２、図１４を参照）の差に対応する。
【０１０７】
　底部５０２が陥没することによって、底部シャーシー５００の背面には部品を収納でき
る部品収納部５５０が形成される。部品収納部５５０にはバッテリー６００などの部品が
収納される。
【０１０８】
　従って、バッテリー６００などの部品による、表示装置１０００の全体的な厚さの増加
を防止できる。
【０１０９】
　図２９は本発明の他の実施形態による表示装置の断面図である。図２９に示した構成要
素の中で図１及び図２８に示した構成要素と同一の構成要素に対しては同一の参照符号を
併記し、それに対する具体的な説明は省略する。
　図２９を参照すれば、底部シャーシー５００の底部５０２にはバックライトユニット２
００が収納される。特に、底部５０２、側壁５０４、及びカバー部５０６によって、定義
された収納空間には光源部２１５が収納される。
【０１１０】
　本実施形態によれば、光源部２１６は支持基板２１４及び支持基板２１４上に実装され
た複数の発光ダイオード２１３を含む。支持基板２１４は複数の発光ダイオード２１３が
実装される上面が導光板２２０の入射面２２３と平行になるように配置される。
【０１１１】
　底部シャーシー５００には光源部２１６と導光板２２０の入射面２２３が隣接するよう
に導光板２２０が収納される。導光板２２０と底部５０２との間には反射板２４１が介在
する。
【０１１２】
　反射板２４１は導光板２２０の第１フラット面２２６ａ、傾斜面２２６ｂ、及び第２フ
ラット面２２６ｃに対応する位置に具備されて、傾斜面２２６ｂに対応する位置で傾いた
構造を有する。従って、反射板２４１は第１フラット面２２６ａ、傾斜面２２６ｂ、及び
第２フラット面２２６ｃから漏洩する光を反射する役割を遂行する。
【０１１３】
　図２９に示したように、底部シャーシー５００の底部５０２は表示パネル１０６の搭載
される側に向けて所定の深さだけ陥没し、底部シャーシー５００の背面には部品を収納で
きる部品収納部５５０が形成される。部品収納部５５０にはバッテリー６００などの部品
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が収納される。従って、バッテリー６００などの部品による、表示装置１０００の全体的
な厚さの増加を防止できる。
【０１１４】
　図３０は本発明のさらに他の実施形態によるバックライトユニットの平面図であり、図
３１は図３０に示した切断線ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ’に沿って切断した断面図である。
　図３０及び図３１を参照すれば、本実施形態によるバックライトユニットは導光板２２
０の第３側面２２３に隣接して具備される複数の第１発光ダイオード２１１及び導光板２
２０の第４側面２２４に隣接して具備される複数の第２発光ダイオード２１３を含む。こ
こで、第３側面２２３は第１入射面として定義され、第４側面２２４は第２入射面として
定義される。
【０１１５】
　本実施形態によれば、導光板２２０の出射面２２５は第１入射面２２３から順次的に隣
接する第１領域Ａ１、第２領域Ａ２、及び第３領域Ａ３に区分される。第２領域Ａ２は第
１レンチキュラー領域ＲＡ１、第２レンチキュラー領域ＲＡ２、及び第３レンチキュラー
領域ＲＡ３を包含する。
【０１１６】
　第１レンチキュラー領域ＲＡ１は第１領域Ａ１と隣接する領域であり、第３レンチキュ
ラー領域ＲＡ３は第３領域Ａ３と隣接する領域であり、第２レンチキュラー領域ＲＡ２は
第１及び第３レンチキュラー領域ＲＡ１、ＲＡ３の間に位置する。
【０１１７】
　導光板２２０は第２領域Ａ２に形成された突出部２２７を含む。具体的に、突出部２２
７は第１及び第３領域Ａ１、Ａ３には形成されない。
　本発明の一実施例として、突出部２２７は第１レンチキュラー領域ＲＡ１及び第３レン
チキュラー領域ＲＡ３で半円錐形状を有し、第２レンチキュラー領域ＲＡ２で半円柱形状
を有する。
【０１１８】
　即ち、第１レンチキュラー領域ＲＡ１で突出部２２７の高さは第１入射面２２３から離
隔するほど、増加し、突出部２２７の弦長も第１入射面２２３から離隔するほど、増加す
る。また、第３レンチキュラー領域ＲＡ３で突出部２２７の高さは第２入射面２２４から
離隔するほど、増加し、突出部２２７の弦長も第２入射面２２４から離隔するほど、増加
する。一方、第２レンチキュラー領域ＲＡ２では突出部２２７の高さ及び弦長は一定の値
を維持する。
【０１１９】
　上述以外の点に関しては、突出部２２７の形状及び大きさは、先に図面を参照して説明
した実施形態の内容と重複するので、以下では具体的な説明は省略する。
【０１２０】
　本実施形態（本発明のさらに他の実施形態）によれば、導光板２２０の反射面２２６は
出射面２２５と平行な第１フラット面２２６ａ、第１入射面２２３に隣接し、出射面２２
５側へ傾いた第１傾斜面２２６ｂ、第１傾斜面２２６ｂと第１入射面２２３を連結する第
２フラット面２２６ｃ、第２入射面２２４に隣接し、出射面２２５側へ傾いた第２傾斜面
２２６ｅ、第２傾斜面２２６ｅと第２入射面２２４を連結する第３フラット面２２６ｆか
らなる。
【０１２１】
　第１傾斜面２２６ｂは第１入射面２２３に接近するほど、出射面２２５から離隔するよ
うに傾く。第２フラット面２２６ｃは第１傾斜面２２６ｂと入射面２２３との間で出射面
２２５と平行に配置される。
【０１２２】
　第２傾斜面２２６ｅは第２入射面２２４に接近するほど、出射面２２５から離隔するよ
うに傾く。第３フラット面２２６ｆは第２傾斜面２２６ｅと第２入射面２２４との間で出
射面２２５と平行に配置される。
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【０１２３】
　第１及び第２傾斜面２２６ｂ、２２６ｅは先に記述した実施形態における傾斜面２２６
ｂと類似な形態を有するので、これ以上の具体的な説明は省略する。
【０１２４】
　以上、添付された図面を参照して本発明の実施形態を説明したが、本発明が属する技術
分野で通常の知識を有する者ならば、本発明がその技術的思想や必須的な特徴を変形する
ことなく、他の具体的な形態に具現できることを理解できるであろう。従って、以上で記
述した実施形態がすべての面で例示的であり、限定的ではないことを理解しなければなら
ない。
【符号の説明】
【０１２５】
　　１００　　　表示ユニット
　　１０２　　　第１基板
　　１０４　　　第２基板
　　１０６　　　表示パネル
　　１０８　　　駆動チップ
　　１１０　　　印刷回路基板
　　２００　　　バックライトユニット
　　２１０、２１６　　　光源部
　　２１１　　　発光ダイオード（ＬＥＤ）、第１発光ダイオード
　　２１２　　　支持フィルム
　　２１３　　　発光ダイオード、第２発光ダイオード
　　２１４　　　支持基板
　　２１５　　　反射テープ
　　２２０　　　導光板
　　２２１　　　第１側面
　　２２２　　　第２側面
　　２２３　　　第３側面、入射面、第１入射面
　　２２４　　　第４側面、対光面、第２入射面
　　２２５　　　出射面
　　２２６　　　反射面
　　２２６ａ　　　第１フラット面
　　２２６ｂ　　　傾斜面、第１傾斜面
　　２２６ｃ　　　第２フラット面
　　２２６ｄ　　　反射パターン
　　２２６ｅ　　　第２傾斜面
　　２２６ｆ　　　第３フラット面
　　２２７　　　突出部、レンチキュラー突出部
　　２２８　　　散乱剤
　　２３０　　　光学シート
　　２４０、２４１　　　反射板
　　２５０　　　反射シート
　　３００　　　トップシャーシー
　　４００　　　モールドフレーム
　　４１０　　　支持部
　　４２０　　　側壁
　　５００　　　底部シャーシー
　　５０２　　　底部
　　５０４　　　側壁
　　５０６　　　カバー部
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　　５１０　　　両面テープ
　　５２０　　　緩衝フィルム
　　５５０　　　部品収納部
　　６００　　　バッテリー
　１０００　　　表示装置
　

【図１】 【図２】
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